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令和３年７月定例中標津町教育委員会 

 

１ 日 時  令和３年７月２８日（月）13 時 30 分～13 時 48 分 

 

２ 場 所  中標津町役場３０１号会議室 

 

３ 出席者 

教 育 長 山 田 康 司 

委  員 義 盛 幸 規 

委  員 南   むつ子 

委  員 青 山 幸 子 

教育部長 木 村   実 

教育指導監 粥 川 敏 宏 

管理課長 舟 橋 利 明 

総務係長 表   健 一 

学校教育課長 吉 田 憲 史 

指導室長 柴 田 達 也 

生涯学習課長 山 宮 克 彦 

学校給食センター長 吉 田 利 彦 

農業高校事務長 吉 川 裕 二 

 

４ 欠席者 

委  員 助 口   明 

 

５ 傍聴者  なし 

 

６ 議 題 

 

議案第１７号 スポーツ文化遠征費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

について 

 

議案第１８号 中標津町立北海道中標津農業高等学校遠征費等補助金交付

要綱の一部を改正する要綱について 

 

報告第 ３号 指定管理者の公募について 

 

報告第 ４号 新型コロナワクチン接種状況について 
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【開 会】 

 

○山田教育長 

皆様こんにちは。暑い中お集まりいただきありがとうございます。 

只今から、７月の定例教育委員会を開催いたします。 

本日は助口委員が所用のため欠席となっております。また、義盛委員が所

用のため遅れてくるとのことですが、過半数の委員の出席がありますので、

会議は成立いたします。 

本日の署名委員は、南委員と青山委員です。よろしくお願いいたします。 

本日の議題は、議案第 17 号スポーツ文化遠征費補助金交付要綱の一部を

改正する要綱について、議案第 18 号中標津町立北海道中標津農業高等学校

遠征費等補助金交付要綱の一部を改正する要綱について、報告第３号指定管

理者の公募について、報告第４号新型コロナワクチン接種状況についてとな

っております 

それでは、直ちに議事に入ります。 
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【議 事】 

◎議案第 17 号 スポーツ文化遠征費補助金交付要綱の一部を改正する要綱に

ついて 

 

○山田教育長 

議案第 17 号お願いします。 

 

○生涯学習課長 

議案第 17 号スポーツ文化遠征費補助金交付要綱の一部を改正する要綱に

ついてでございます。３ページの「新旧対照表」をご覧ください。改正部分

は１か所、第６条の補助基準についてでございます。 

改正内容は、第６条第６項中、左側の改正前「ＰＣＲ検査」を、「全国大会

規模への出場に限るものとし、抗原定量検査」に改めるものです。 

改正理由は、町長が認めた新型コロナウイルス感染症対策経費の支出につ

いて、より具体的な表現にするために行うものでございます。 

なお、この要綱は公布の日から施行するとしております。説明は以上です。 

 

○山田教育長 

議案第 17 号について説明がありました。ご意見ご質問等ございますか。  

 

○南委員 

  改正前のほうに、全国大会規模への出場と書いてありますけれども、これ

は全道大会は含まれないのでしょうか。 

 

○生涯学習課長 

はい、全道大会は含まれません。全国大会のみとしております。 

 

○南委員 

わかりました。 

 

○山田教育長 

あとはよろしいですか。 

 

（委員から「はい」の発言あり） 

 

○山田教育長 

それでは議案第 17 号については可決されました。 
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◎議案第 18号 中標津町立北海道中標津農業高等学校遠征費等補助金交付要

綱の一部を改正する要綱について 

 

○山田教育長 

続いて、議案第 18 号お願いします。 

 

○農業高校事務長 

議案第 18 号中標津町立北海道中標津農業高等学校遠征費等補助金交付要

綱の一部を改正する要綱につきまして説明をいたしますが、本要綱について

は、前段で今説明がございました議案第 17 号の補助金交付要綱の内容を準

じていることから関連性のあるものでございます。 

７ページの新旧対照表をご覧ください。改正内容につきましては、今申し

上げました、スポーツ文化遠征費補助金交付要綱と内容を同じくするもので

ございまして、改正内容につきましては７ページにございますとおり、第４

条中の「交通費及び宿泊費とする。」というものを、「次の各号に定める経費

とする。」に改め、同条の但し書きを削り、同条に次の各号を加えるものでご

ざいます。 

（1）としまして、交通費及び宿泊費とする。ただし、根室振興局管内で開

催される大会等に出場する場合は、日帰りを原則とし、交通費のみとする。 

（2）としまして、町長が認めた新型コロナウイルス感染症対策経費とする、

というものでございます。 

続きまして、第５条第１号、補助の前に「前条第１号の」を加え、同条第

２項中補助の前に「前項に定める」を加え、同条に次の１項を加えるもので

ございます。「第６項、前条第２号の補助基準は、全国大会規模への出場に限

るものとし、抗原定量検査経費実費分とする」というものでございます。 

最後、第６条中、切り捨てた額括弧の次に「ただし、前条第６項の経費が

ある場合は、その額を上乗せする。」というものを加えるものでございます。 

これによりまして何度も言いますが、スポーツ文化遠征費補助金交付要綱

の内容と一致するということとなるものでございます。 

附則としましてこの要綱は公布の日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

〇山田教育長 

議案第 18 号について説明がありました。ご意見ご質問等ございますか。 
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（委員から「ありません」の発言あり） 

 

○山田教育長 

よろしいですか。それでは、議案第 18 号については可決されました。 
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◎報告第３号 指定管理者の公募について 

 

○山田教育長 

次に報告に入ります。報告第３号お願いします。 

 

○生涯学習課長 

報告第３号指定管理者の公募についてでございます。 

現在、本町では４年間の指定管理業務の第４次目の最終年となる４年目を

迎えております。令和４年４月１日からの第５次に向けて、事務を進めてい

るところでございます。 

この指定管理者の公募による募集を９月 13 日から 10 月８日まで実施する

ものとし、10 ページの内容で広報なかしべつ９月号に掲載することをご報告

するものでございます。 

教育委員会関係分は、５番の中標津町総合文化会館等で３施設の一括委託

と６番の中標津町営体育施設等で７施設を一括委託するものでございまして、

募集締め切り後は、副町長を委員長として、町民有識者４名、役場の５部長

で構成される指定管理者選定委員会により、書類審査・聞き取り調査等を実

施し、指定管理者候補者を選定する予定となっております。 

以上、指定管理者募集についての報告でございました。 

 

〇山田教育長 

報告第３号について説明がありました。ご意見ご質問等ございますか。 

 

（委員から「ありません」の発言あり） 

 

○山田教育長 

よろしいですか。それでは、報告第３号については承認されました。 
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◎報告第４号 新型コロナワクチン接種状況について 

 

○山田教育長 

続いて、報告第４号お願いします。 

 

○総務係長 

報告第４号新型コロナワクチン接種状況についてでございます。議案の 12

ページをお開きください。 

まず、学校関係職員のワクチン接種についてでございますが、人々が日常

生活を送る上で、なくてはならない仕事に従事する労働者のエッセンシャル

ワーカーとしての位置づけにより優先接種の対応として、１回目７月５日か

ら７月 11 日、２回目７月 26 日から８月１日とし、会場はしるべっと及びこ

どもクリニックの２会場での接種としております。 

計根別幼稚園、小中学校、義務教育学校、中標津農業高等学校、中標津高

等学校、中標津支援学校、給食センター、教育相談センターの教職員が対象

となり、強制ではなく希望接種での対応となるため、全体で対象職員数 468

名中 402 名の接種となり接種率 85.9％となっております。 

  また、教育委員会事務局職員については、中標津町新型コロナワクチン対

策室が中心となり実施をしております一般接種業務の手伝いとなっている職

員の優先接種及び業務上学校への訪問なども考慮し、エッセンシャルワーカ

ーとしての位置付けにより 24 名中 23 名の接種となり、接種率 95.9％となっ

ております。 

  なお、今回接種を見送った方についても、今後の一般接種時に接種が可能

ということになりますので、一般接種が始まった時点で、再度受けることが

可能ということになっております。 

  続いて、13 ページ目になります。13 ページ目には、中学生・高校生の新型

コロナワクチン接種についてということでございますが、中標津町新型コロ

ナワクチン対策室より副反応の関係もあることから夏季休業中に摂取を優先

的に行い、終了させることとしたい旨の協力の依頼があり、新型コロナワク

チン対策室より学校を通じ、保護者へ長期休業中のワクチン接種希望申込書

を７月２日に配布をし、７月５日から７月９日まで保護者のほうから提出を

いただき、接種人数を把握した上で、１回目７月 22・23 日の２日間を接種日

として日程の割振り等を行い、先日教育委員会職員も手伝う中で１回目の接

種が終了しております。２回目については、８月 12・13 日の２日間の対応と

なります。 

  なお、町内校については、中標津町に住民票がある生徒で、町内の中学校・
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義務教育学校後期課程、中標津農業高等学校、中標津高等学校、中標津支援

学校に在籍する生徒となっており、記載にもありますが、1,314 名中 826 名

の接種希望があり、接種希望率は 62.9％となっております。 

  また、町外校についてということで、表のほうにも記載がありますが、中

標津町に住民票があり現在中学校や高等学校の在学が町外、例えば標津高校

ですとか釧路の高校ですとか、そういう町外の方が対象ということになって

おります。町外につきましては、101 名中 80 名の接種希望があり、接種希望

率 79.2％となっていることでございます。 

  全体では、町内町外足すと 1,415 名中 906 名の接種希望があり、接種希望

率 64.0％となっているところでございます。 

  ７月 22・23 日の２日間で１回目の接種を実施をしておりますが、接種後、

接種会場で副反応が出た生徒につきましては、１日目で３名、これは会場に

て医者の措置等含めて行っております。２日目は２名出ておりますが、１名

については会場にいた医師から指示があり、念のため病院を受診するという

ことで、保護者が子どもを連れて受診をしているところでございますが、大

事には至っていないとの報告を受けているところでございます。 

  実際には、当日のキャンセルもあり 880 名の接種ということになっており

ますので 1,415 名中 880 名の接種となり、実際の接種率については 62.2％と

いうことになっております。 

  今後、国の通知では、12 歳以上が接種可能ということになっておりますの

で、接種日に 12 歳の誕生日を迎えた小学６年生も対象となるため、今回接種

を見送った生徒並びに 12 歳以上の児童についても一般接種、予定では８月

16 日以降での接種ということになりますが、そちらのほうでの接種が可能と

いうことになります。 

  ５月の定例教育委員会で報告をいたしました、中標津農業高等学校で陽性

者が確認をされた以降は、中標津町立学校では陽性者が確認されておりませ

ん。併せて報告をさせていただきます。以上です。 

 

〇山田教育長 

報告第４号について説明がありました。ご意見ご質問等ございますか。 

 

〇南委員 

一般の職員についての希望接種ということ、それから後日一般接種を受け

るのかというお話がありましたけれども、中標津農業高校の事務長さんが今

来ていますから参考に聞きますけれども、接種率が非常に低いんですよね。

どのように考えていましたか。一番最初に発生した学校だったので。 
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〇農業高校事務長 

ちょっと答えようがないのですが、この優先接種は避けて一般接種のほう

にというふうにしか今は。あと、確かに状況が状況ですので、全員受けるべ

きものではあるかもしれませんが、なかなか個人の判断ということですので、

僕には何とも言えないです。  

 

〇南委員 

何か学校行事でその時間は設けられなかったとか、先生方の考え方がちょ

っと違ったのかなとか、そういうことを聞きたかったのですが、すみません、

答えられないですよね。わかりました、ありがとうございます。 

 

○山田教育長 

強制ができないというのもありますし、また個人の都合とかっていうのも

ありますし、体質的なものとかもありますしね。そこはちょっとプライバシ

ーに係わることなのでなんとも言えないですね。 

他に何かございますか。よろしいですか。それでは、報告第４号について

は承認されました。 

以上で議事は終了いたしますが、委員さん方から何かありましたら、どん

なことでも結構です。 

 

〇南委員 

一つすみません。成人式のことについてですけれども、今年の春のあたり

では３年度の１月７日と書いていて、できるのかなと思っていたんですけれ

ども、状況によっては３年度中止することもあるという文書が出ているもの

ですから、どの時点でどこまでだったらやるのでしょうか。保護者さんに、

うち該当なんだけれども、さみしい成人式になるよねって聞かされたもので

すから、どのように考えてますか。 

 

○山田教育長 

答えられる範囲で。 

 

○生涯学習課長 

去年も 11 月中に状況を見て決めています。今のところ、例年ですと９月の

「らいふまっぷ」に成人代表の方の募集を載せるんですけれども、令和３年

度に関しては、今年については同じように対応します。 
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ですので、去年が一月前少々に決めたところですから、やるかやらないか

については大体そのぐらいになると思います。 

２年については、もう一回今回の緊急事態宣言とかがでれば中止で、３年

については１年また伸ばすという感じでいきます。 

連日でできるとか１日空ければできるとはならないので、どうしてもそう

いう判断にならざるを得ないです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

○山田教育長 

都会でしたらね、どこで移ったんだという話になりますけれども、こうい

ったところから帰ってきているだけで、あそこの家の娘、息子が帰ってきて

遊びあるいているみたいな、そういう風評も立ちますし、会場以外はコント

ロールできないので、慎重に判断をしたいというふうに考えております。 

よろしいですか、他は何かございますか。 

 

（委員から「ありません」の発言あり） 

 

○山田教育長 

よろしいですか。 

それでは、これで予定されていた会議日程は全て終了いたしました。本日

は大変お疲れさまでした。 

 

 


